
はじめに

　日産重工業株式会社（現，日産自動車株式会社。
以下，日産と略す）の労働者が戦後，日産重工業従
業員組合（後の全日本自動車産業労働組合日産自動
車分会。以下，従組と略す）を結成するのは１９４６年
２月１９日である。この従組が社員，工員を同一組織
とした点について，熊谷・嵯峨（１９８３）は「現場の
工員だけでまとまらずに社員も一緒にした組合をつ
くろう」（３２頁）という出所不明の声を用いたうえ
で，取締役（総務部長）であった箕浦多一にその意
志を伝え，社工員一本化した組織が確立したとして
いる。黒田（２０１８）もこのプロットを踏襲している
（５９頁）。
　他方，日産労連（１９９２）は「日産にも別組織を指

向しようとする動きが絶無ではなかった」（１１２頁）
こと，また会社側が社工員同一の組合結成を目論ん
だことにふれながらも，しかし，上記の研究と同じ
く工員側の組合準備委員会が「工・職一本の単一組
合づくりの相談を…中略…いきなり総務部長箕浦多
一のところへ持ち込んだ」としたうえで，「日産の
準備委員会で工・職一本化を思いたった理由を」，
「労働組合を作るために職員層の協力を得る必要に
迫られてのこと」と「理解することが自然なように
思える」（１１３頁）とした。
　このように先行研究では，工員側からの申し出に
より社工員一本の従組が結成されたということでほ
ぼ一致してきた。その理由としては工員側での規約
作成等の行き詰まりから，社員の文書作成能力や事
務能力をあてにして社員の参加が求められたという
ことになろう。当時，社員と工員の間に身分的差別
が存在したが，工員側から自分たちの組織化の非力
さを認め，組織化への助力を社員に対して申し入れ，
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吉田　誠ⅰ

　本稿では戦後直後の日産における労働組合の結成をめぐる状況について取り上げる。従来の研究では，
社員と工員を一本化した組合結成が工員から社員側への呼びかけによって達成されたことになっている。
しかし，本稿では工員側が進めてきた工員のみによる組織化から，社員側が会社からの要請を受けてイニ
シアチブを奪ったことを明らかにする。この事実発見により，組合結成のなかで工職の階級和解がもたら
されたのではなく，社員側のヘゲモニー維持のためのポリティクスの領域が指示され，結成後に掲げられ
た社内民主化の枠組みにおいて階級和解が進められたことが明らかになる。さらに，社員側のヘゲモニー
は，その「社内民主化」を既存の企業運営の仕組みを毀損しないように水路づけており，日産の当初の組
合は産業報国会とのある種の連続性のうえに成立していたことを示唆する。
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社員の側でそれを受けとめ，単一の組合を結成し，
社工員差別撤廃に協力したというシナリオになる。
従来の研究では，戦前来の身分差別に基づく軋轢が
組合結成で一挙に解決し，その研究視点から消滅す
ることになってきた。いわば両者の融和が組合結成
の前提とされてきたのである。
　そこで看過されてきたのは，階級和解の機制その
ものである１）。社員側で工員に協力する必要性はど
こにあったのであろうか。確かに敗戦にともなう全
体的な飢餓状況の下で，社員とはいえ窮乏状況から
逃れていなかったということはあろう。しかし，自
らの有利な立場や特権を放棄してまで，組織化がま
まならない工員と一体となり組合を結成することの
動機は何なのであろうか。二村は，戦後の組合が混
合組合となったことについて，「激しいインフレー
ションによって，工員と職員の賃金格差は実質的な
意味を失い，職員も工員に劣らず生活難にあえいで
いた」こと「だけでは職員が工員と同じ組合に入っ
たことを説明するものではない。むしろ，職員が工
員とは別の組合をつくり工員より職員の賃金を大幅
に上げようと要求しても不思議ではない」（１９８７， 
９２頁）として，より積極的な理由の必要性を述べて
いる２）。この点を鑑みたとき，社員の側での社工員
同一組織とする動機が，従組結成前における階級和
解を前提とする限り見い出せない。先行研究，とり
わけ熊谷・嵯峨（１９８３）においては，社員層は自己
が不利になることを厭わず差別解消に取り組む理想
主義者，すなわち「『悔恨共同体』に加わった高級職
員」（野村， ２０１８， １３２頁）という呈である。確かに
一部，そうした開明的な知識労働者がいたかもしれ
ないことは否定できないにしても，総体としての社
員層がそうであったと理解することは難しいであろ
う。にもかかわらず，階級和解は達成されたのであ
る。これをどのように解釈すべきなのか。
　本稿では，先行研究では利用されてこなかった新
資料をも活用しながら，この組織化のプロセスを年
代記的に再検討することにし，先行研究が指摘して
きたような事実がなかったことを明らかする。すな

わち，工員側から社工員同一組織とすることを呼び
かけたのではなく，むしろ工員だけによる組合結成
に危機感を有した会社側の要請にもとづく社員側か
らの社工員一本化であったことを示す。その上で，
社工員一本化後，社員側はどのようにそのヘゲモニ
ーを維持しようとしたのか，またその影響について
確認する。最後に戦時下の産業報国会（以下，産報
と略）との関係を考察しておく。日産の組織化にお
いてはネガティブな側面として当初から産報が観念
されてきたが，社工員一本の組織化における産報と
の連続性を試論的に展開しておきたい。

１．工員による組織化の立ち上げ

　日産における労働組合結成の動きは１９４５年末頃，
小林幸一，川端俊明，吉川平三郎という３人の工員
によってスタートする。この３人はいずれも戦前組
合運動にかかわったことがあるが，「組合幹部に食
はれて苦い汁を呑まされコリ コ リ」（益田他， １９４８， 

ママ

２８頁）した経験があった３）。しかし，敗戦後，「ぞく
ぞくとして労働組合が出来ているのを見て」，日産
にも組合の必要性を意識するとともに，「共産党に
指導されてつくつたのでは昔の苦しい立場に追ひ込
まれる」（益田他， １９４８， ２８頁）ということがあり，
自ら組織化に着手したのである。
　当初，彼らは，社員のみならず，工長，組長クラ
スの職制を巻き込んで組織することに対してさえ警
戒感を有していた。それは戦時下での産報を意識し
てである。すなわち「小林さん等は工組長は産報的
な存在だからいかんと意見」（佐藤， １９４８， １４頁）し
ていたのである。
　戦時下の工員と現場の職制との関係がどのような
ものであったのかについては，ある工員の回想が示
唆している。「俺が入社したのは（昭和：引用者補
足）十八年で軍国主義の最もはげしい時だつた，入
社間もなく横浜に追払はれて一億一心総当りの美名
のもとに残業々々，徹夜徹夜と追いまくられ乍ら馬
車馬の様に仕事をさせられた，一寸でも機械を離れ
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たら，MP（日本の）の目が光る，組長の声が飛ぶ」
（磯部， １９５１， ３７頁）。組長クラスは会社側の末端の
監督者として一般の工員にとっては恐れられた存在
であった。そのため現場監督である工組長まで自分
たちの仲間として組織することに対する抵抗感があ
ったということになろう。
　にもかかわらず，工組長クラスが次第に組織化の
中心になっていく。一般の工員の側では，組合に対
して会社がどのような対応をするのかについての不
安があったからである。先の３人は「クビの決意」
（益田他， １９４８， ２８頁）をして組織化に着手したが，
他の工員は組合結成の動きに対して「引込思案な気
味が一般的」（田中他， １９４７， １５頁）という状況で，
組織化する側も「如何なる人に当たつて話をするか
並々ならぬものがあった」（佐藤， １９４８， １３頁）とい
う。
　そうした中，職制をしていた田中秋範（後に４代
目の組合長となる）が厚木工場から横浜工場に戻っ
てきて，この動きに加わることになり，これ以降
「工組長を中心に準備委員会がもたれることになつ
た」（佐藤， １９４８， １４頁）。このため青年層からは
「いまでいう係長とかせいぜい組長，この位の人が
先に立つて動いていた」ので４），「準備会というも
のはね，何か雲の上でなんかフワフワ動いていると
いう感じだつた」（田中他， １９５１， ４１頁：発言者は大
和田）という回想も出されている。逆に田中は当時
の一般の工員についての雰囲気を「金はおしいけれ
どもにらまれたくない，という感じをどうまとめる
か，が一番苦労だったですね」としている（田中
他， １９５１， ４１頁）。この意味では工長，組長といった
職制の有する統率力が，組合結成を牽引することに
なったと見ることができる。
　こうして工員の組織化は工組長が担っていくこと
になった。では社員との関係はどうであったのだろ
うか。これについても，いくつかの証言が出ている。
「社員に対しては工員は戦前，戦時中を通じて差別
待遇が相当あつたため，反感を持つていたため相談
に行かなかつた」（益田他， １９４８， ２９頁），「管理的立

場にある社員は駄目であるから工員だけでも旗をあ
げようと意気投合したものである」（佐藤， １９４８， １４
頁），「無理に社員と一緒にやらないでもいい，なん
だか課長とかそういう上の人がとにかく動いていく
ことについてまた産報みたいな組合になるんじやな
いかというような意見も一部あつたように思う」
（田中他， １９５１， ３６頁：発言者は田中），「社工員一本
にうまくまとまつたといわれたのですが，あの当時
僕ら工員として，社員というものに対して何か一つ
へだたりがあつた」（田中他， １９５１， ３８頁：発言者は
佐藤）などである。
　これらの証言から確認できることは，工員側には
社員と同一の組合にすることについての忌避感，違
和感が存在していたのである。その背景として，戦
前・戦時下での社工員制度における工員の差別的待
遇が，日産にもあったことは言うまでもない。「社
員とは資本家を代表する使用者であり，工員とは絶
対的服従を強制される被使用人」（山田， １９４６， １１
頁）という観念が存在し，制度上も戦前・戦時中に
は「身分だけは真に判然としていて，社工員の区分
を設け」，「その違いは先づ前者は月給制，後者は時
給制であつた」。それだけではなく，その身分格差
や「職分階級」を可視化するために「徽章をも制定」
していた時期もあった（吉原 T・S生， １９４８， ２３
頁）５）。「組合結成に対する熱意」の背景には「賃金
とか労働条件そういうものに対する差別感というも
の，そういう不満が非常に現場には強く」存在して
いたとする回想もあり（田中他， １９５１， ３６頁：発言
者は田中），こうした身分格差のために社員を同じ
労働者として組織化の対象とすることに否定的であ
ったのである。
　さらに，工員と社員との交流は非常に希薄でもあ
った。小林孝一の回想によれば，「自分は機械修理
課という職場におりましたので全工員は知つており
ますが残念ながらジム系統の方を存じない」（田中
他， １９５１， ３６頁）という状態であり，その接点の少
なさから社員は組織化の働きかけの対象となりえな
かったのでもある。
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　「工員達にとつて事務所は垣根をへだてた別な他
界であつた。事務所へ用のある時は手を洗つて行か
ねばならないし，油だらけつぎだらけの作業着を
白々と明るい光にさらすのは尚このまなかつた。同
じ月給取りで，学歴がちがうと使ふ世界が最初から
違う……」（久保， １９４８， １９頁）。これは１９４８年に組
合員の書いた恋愛小説の一節であるが，すでにこの
時期には社工員の制度上の差別待遇が解消されてい
るにもかかわらず，こうした距離感が残っていたの
である。同じ会社に勤めていても，社員と工員は別
の世界に住む人たちであり，交流も希薄であり，工
員からすれば組織化の対象となりえなかったのであ
る６）。
　確かに社員層を巻き込むべきだという意見もない
わけではなかった。先の３人とは別に組織化をして
いた機関課の工員は，もうすぐ組織化に熱心な社員
が兵隊から戻ってくるから待って欲しいと意見した
が，その後音沙汰がなく中座してしまった（田中他，
１９５１， ３５頁：発言者は小林）。また「社員（それも現
場に居る社員が 純粋に事務所にいる人々とはつき
あひがなかつた）に話した人もあるが御趣旨には賛
成だがと云ふばかりで共に起つてくれないので，信
用しなかつた」（益田他， １９４８， ２９頁），「当時の社員
級の方々は，日産の事務関係は割合にオボツチャン
が多かつたんです。したがつて金持も多いんで，な
かなかお話しても，賛成はしてくれるんですけれど
も，いざ実行となるとなかなか相談にのつてくれな
いんです」（田中他， １９５１， ３６頁：発言者は小林）。
こうした雰囲気の中で，工員の側では社員を巻き込
むのではなく，工員だけで組合を作ることを選択し
ていったのである。

２．社工員一本化

　工員だけの準備会で，組合の綱領や規約作りを進
めていくことになるがなかなか進捗しない。規約の
起草委員会を作り，「色々調べたがまとまらず，提
案もされなかつた」（益田他， １９４８， ２９頁）。にもか

かわらず，１９４６年１月１５日には組合結成蹶起大会を
開催することを決め，この時点で会社に申し入れを
行ったのである。ここが先行研究において誤解が生
じているところなので，丁寧に確認しておきたい。
　上記のように，先行研究では工員側は箕浦総務部
長に社員側の参加を求めて申し入れをしたとなって
いる。しかし，そうではない。「準備会の活発な意
見の下に蹶起大会をもとふという事になり」（佐
藤， １９４８， １４頁），「今考えると御用組合の様だが，
一応会社への挨拶の申入を行ひ，併せて工員組合結
成大会のため時間と場所の交渉を行つた」（益田
他， １９４８， ２９頁）。工員は工員だけによる組合結成の
挨拶のために会社側に出むき，そして蹶起大会の開
催を会社側に申し入れたのであって，社員の参加を
求めたわけではない。そして，小林孝一はその申し
入れを行った人物も，「箕浦さんには申入れない，
関沢さんに申入れた」（田中他， １９５１， ３９頁）とし，
当時の関沢労務課長であったとしているのである。
　「会社側はその頃としては進歩的だつた。諸君が
話しにくるのを待つていましたてなもんでね」（益
田他， １９４８， ２９頁）と組合の申入れを受けいれてい
る。そして，工員側単独での決起大会が１月１５日に
開催された。蹶起大会は昼休みに本社工場のロータ
リー前で開催され，川端が司会をし，小林が演説を
して終えた。大会自体は宣伝不足もあって，あまり
多くは集まらなかったし，規約を起草することもで
きず，結成大会とはならなかった（益田他， １９４８， 
２９頁）。
　とはいえ，この工員による蹶起大会は社員側に新
たな対応を促すことになった。「一月十五日まず工
員側の組合設立準備委員会の初声を挙げ」，「翌十六
日に社員諸君も決然と立ちあがり」（小林， １９４６， ２
頁）とあるように翌日には社員側でも組合を結成す
る動きが出てきたのである。
　実は，この社員側の組織化は会社からの働きかけ
によるものであった。１月１５日の蹶起大会の後，箕
浦総務部長は社員側に「工員側で組合をつくると云
ふ話を聞いたが，社員側はどうか」と問いかけ，そ
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れを受け中村文書課長と関沢労務課長が話し合いを
おこない，部課長を集めることになった。部課長に
対して「労働組合をつくるかどうか」，「つくるとす
れば工員と一緒にやるかどうか」について職場の意
見をまとめてくること，また「各職場で代表を三名
宛選ぶ事」を依頼した。その日のうちに再び集まっ
て工員と合同して組合を作ることに決めたのである。
そして関沢は，後に初代組合長となる松山隆茂を準
備委員長に推して，自分は手を引いたという（益田
他， １９４８， ２９頁）７）。
　社員側の準備委員長となった松山は，工員側に一
緒になることを申し入れる。その時のことを小林は
次のように回想している。「その当時は職人根性な
んですね。川端氏がきて，材料課長の松山氏という
人に会いに来てくれということで，どんな用件だと
聞くと組合のことだというんで，なんだ社員がこつ
ちを呼びつけるのか」（田中他， １９５１， ４０頁）と立腹
するのである。それまでの身分差別からする社員側
の横柄さを感じ，反発したのであろう。
　ただし，この話は小林が以前接したことのある松
山だったということで落ちがついている。「『まあそ
う怒らないで一緒にこい』，というんで行つたとこ
ろが，矢板でお世話になつた松山さんだ。やつぱり
話してみると前に知つていた松山さんなんで，この
人ならというんで，最初から僕は安心し」，「これは
大丈夫だなあじやあ任せようという気になつた」
（田中他， １９５１， ４０頁）という。
　先に小林が「ジム系統の方を存じない」と述べて
いたことを引用したが，松山とはかつて面識があり，
その時の付き合いが社工員からなる組合結成におい
て信頼の根拠となったのである。松山が準備委員長
に推されたというのも，現場との接点が多い社員で
あったことを勘案した結果であろう。松山は自身が
初代組合長として推された理由を，「材料整備課長
として私は資材倉庫を持っていましたから，資材の
入出庫や材料の手当てのため現場に足を運んでいま
した。現場の連中と交流がありましたから顔も広か
った‥‥だから文書課や総務課の連中ではまとまら

ない，それが理由だったのです」（日産労連， １９９２， 
１１７頁）と述懐している。関沢労務課長は，工員と
社員の融和の観点から，現場の工員と仕事上の交流
があった松山を準備委員長に推挙したとみてよいで
あろう。
　こうした流れを見てくると，日産における組合結
成の動向は，下からの工員たちによる組織化の動き
に，社員側の上からの組織化が巧妙に被せられたと
いうことになる。しかも，それは経営サイドが，工
員側で進んでいた組織化に社員を積極的に関与させ
ることによって，その主導権を奪取したとさえいえ
る。これの証左となる証言もある。当時鍛造課長で
あった佐々木定道は「日産にも先鋭的な組合が結成
される雲行きにあったので，総務部長であった箕浦
さんが先手を打って課長以上の管理職を加入させた
日産従業員組合を結成させたんです」（金子， １９８８， 
３２頁）と述べているのである。
　工員らの組織化が一定程度まで進んでいたものの，
規約や綱領の作成において行き詰まりをみせていた
ことは確かである。しかし，ただ，それが社員の参
加を要請することになったとする従来の説は間違い
である。工員側では工員だけで組合を立ち上げるこ
とを決め，紆余曲折はありながらもとにかく独自に
蹶起大会を開催するところまで到達していたのであ
る。これに対して経営サイドは，工員だけによる急
進的な組合の設立をおそれて，防衛的に社員層の参
加を促したのである。そして，社員主導による規約
作成や方針策定が進み，停滞していた組合結成がそ
の後一ヶ月ほどで実現するのである。この経営サイ
ド，あるいは社員側での手際のよさは，留意してお
いてよいであろう。

３．社工員一本化とその効果

　社員の参加を促すことで組合の穏健化を期した経
営サイドの目論見は，従組結成にあたっての方針に
反映されることになる。松山は１９４６年６月に発刊さ
れた組合機関誌『日産旗』の「発刊の辞」で，「当時
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の組合設立準備委員長として発足に際し議せられた
点」を報告しているが，その第一が「産業平和」で
ある。すなわち「先ず産業の興隆に寄与するために
組合即ちストライキを連想する事を極力避け，建設
的に推進することとし，資本家側と十二分に議を為
し，出来得る限り産業平和を維持すること」（松山， 
１９４６， １頁）を掲げ，非常に穏健な方針が採用され
ていた。また，工員側からは経営参加を求める声が
出ていたが，「中村氏が『従業員総意の会社経営へ
の反映』と云ふ風に説得した」（益田他， １９４８， ３０
頁）など，工員側の急進的な要求を抑え込む方向で
動いていたことが看取できるのである８）。
　「うちの組合は課長が組合長だったので非常に穏
健で半ば職制的な労組でした」（日産労連， １９９２， 
２３１頁：証言者は田中佐之助）というのが従組結成
時のイメージであった。共産党員であった中西三洋
は辛辣である。１９４７年７月に開催された座談会で
「今でも日産は本当の組合とは思えない」，「大世帯
だからといふことも考えられるが内容がカラツポの
やうで矢張り他所の組合より一歩遅れている」（田
中他， １９４７， １６頁）という発言をしている。そして，
晩年の著作でも１９４７年１２月に「役員を一新し組合の
名称も従業員組合から労働組合と改称し，御用組合
から脱して健全な組合」になったとしている。結成
当初の従組を「御用組合」と規定していたのである
（中西， ２００２， １６６～１６７頁）９）。
　一般の組合員であった浜賀知彦は，１９４７年９月１０
日の日記に次のように書いている１０）。「四度目の転
職だ。これで私は『現場事ム』『ケンマ』『メッキ』
『仕上』と云う仕事をおぼえた訳だ。三〇才までは
色々のことをけいけんしておくことだとは思うが，
工員と云うものをボルトかナットのように常にどこ
へでも流用することが，一番大きな問題である。組
合は未だ御用組合的色合が強い。なにか大かい事が
僕らの上に起きない限りだめだ。その時どう出るか
によって組合の主体性が出来るのだ」。
　ここでの「転職」とは配置転換を意味しており，
この１ヶ月前に浜賀は工具製作課に異動させられた

ばかりであった。従組が配置転換に対して何らの規
制を加えてこなかったことが看取できる。拙稿
（２０１２）において確認したように，配置転換に対す
る組合規制という問題関心が出てくるのはまさに
１９４７年の産業復興闘争をめぐる議論のなかからであ
り，それまでは会社再建のために配置転換の実施を
強く主張する側であったのだ。
　では，工員側での当初の忌避にもかかわらず，な
ぜ社工員の一本化された従組がその後の安定的な組
合運営を可能にしたのであろうか。一本化にあたっ
ての当事者であった中村秀弥も「とにかく社員の方
も工員と一緒にならう，工員の方も社員と一緒にな
らうとした，どうしてあれほどうまくいつたかわか
らないんだが」（田中他， １９５１， ４０頁）としている。
　そもそも異質な階級（階層）が同じ利害を有する
存在として一つになるためには，その同一の利害性
を説得的に提示できるかどうかということになる。
むしろ，社工員一本化でイニシアチブをとった社員
側からすれば，工員層に利害が一致している点を示
せるかどうかの成否が，そのヘゲモニーの維持の如
何を決めることになる。従来の説のように工員側の
力不足から社員側に申し出た形で階級和解がなされ
ていたことを従組結成時の前提としたとするならば，
それが社員側の優位性を担保していたということに
なろうが，もしそうでないとするならば，そのヘゲ
モニー維持のためのポリティクスの領域が浮上し，
これを検討することが新たな課題となる。いかにし
て，社員側は工員側と同一の利害を有する存在であ
ることを示し，そのヘゲモニーを維持したのかとい
うことである。
　このポリティクスにおいては，それまでの身分の
違い，すなわち処遇上の差異を超えて，両者の同一
性を同一企業の従業員であることに求め，その同一
性の実質化を図ることが課題となる。工員という属
性で組織化されたなら，他企業の工員との同一性に
基づく組織化へと傾斜していく懸念がありえた。社
工員の一本化は，日産の従業員というカテゴリーで
囲い込みを実現し，その点に同一性の根拠を置くこ
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とになる。日産重工業従業員組合という名が示す通
りである。
　しかし，それは現実的な基盤を有していた同一性
であったのであろうか。企業内部での大きな処遇格
差や，仕事上での結び付きの疎遠さは既に確認した
通りである。そして，工員からは「オボツチャン」，
「金持」が多いと見られていた社員層である。現実
的な基盤を欠いた社工員一本化であったとするなら
ば，工員側が産報化を懸念したように，見せかけの
同一性にすぎないと喝破され，さらに深刻な方針対
立を招来しかねない。ここでは，同一性の実質化が
どのような条件の下でどのようになされたのかを確
認しておく必要があろう。
　混合組合の研究（大河内編， １９５６）でも指摘され
てきたように，同一性の基盤の一つは戦後直後の混
乱にともなう生活苦であった。工員であれ，社員で
あれ，敗戦の混乱のなかで食うに食えないという状
況に陥っていたことは間違いない。２月１４日に社長
宛に提出された組合設立の挨拶状「日産重工業従業
員組合成立に際し御願いの件」の文面は，こうした
状況認識を提示している。
　「尚幾多障碍中急速に解決することを迫られてい
るものは御承知の如く我々の日常生活を脅かす最近
の物価状勢であります。これは大部分政府の責任に
あるものと思はれますが，現実に我等従業員の大部
分は餓死の一歩手前迄追ひつめられ今にして適切な
る救済手段が講ぜられざるときは我等組合員の日本
産業再建に対する熱望も充分に其の昂揚と実行を期
待出来ないものと断ぜざるを得ぬ事態にあります。
　会社に於かれては此の実情を直視せられ従業員生
活費問題の真剣なる調査を開始し一日も早く我等組
合員の総意を反映した適切なる賃金制度を確立せら
れんことを切望する次第であります。」（林， １９４８， 
８頁からの再引用）
　重要なのは，この基底的な状況認識に基づき，従
組側が社工員共通の利害関係をどのように企業とい
う枠組みの中で作り出すことになったのかというこ
とである。いわばどのような共同性を，従組の方針

として実現していくのかということである。その柱
となったのが，家族を含めた全従業員の生活保障の
責任を会社に持たせる方針であった。この方針は，
従組結成後早々にスライディング・プール制という
日産独自の賃金制度に具体化されることになる。ス
ライディングというのは物価連動ということである
が，プールというのは何を意味するのであろうか。
プールとは，従業員の家族をも含めた総人数を会社
から支給された賃金で生活している者と考え，この
総人数に一人当たりの生計費を乗じた額を賃金総額
とするという仕組みである。従組内でこの賃金を提
唱した畑田道夫は，いみじくもこれを「全従業員が
其の家族と共に生き抜くための財政協同体の設立」
（畑田， １９４６， ７頁）と位置づけた。
　つまり，このプール制は社工員にとって日産とい
う企業こそが家族を含めた自分たちが生きていくた
めの「財政協同体」であるという認識を作りだす装
置であった。このままでは生活が立ち行かないとい
う危機的な状況を前提に，プール制は「財政協同
体」としての会社像を確立し，社工員が等しく従業
員意識を持ちうる制度的根拠となったのである。単
に客観的な危機状況が利害の同一性をもたらしたの
ではなく，その解決方法において利害の共通性の認
識を作り出したのである。
　ただし，プール制はあくまでも賃金総額決定の方
法であり，配分の方法ではない。配分をめぐっては，
それを基本給比例部分と人頭比例部分とに分けて配
分するという方式であり，組合結成後になされた臨
時賃金委員会では前者と後者の比を６：４とするこ
とになった（林， １９４８， ９頁）。そして，その後も基
本給のあり方についての検討が進められ，「組合発
足以来の問題であつた社工員身分撤廃の第一歩であ
る給与形態の一元化即ち日給，月給制の廃止」（藍
田， １９４８， １８頁）は１９４７年６月に実施されることに
なる。引き続き，階級和解をめぐるポリティクスが
組合を母体として進められたのである。
　なお，賃金以外の面についても社工員の労働条件
の差が問題となり，その条件の統一が進められた。
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「工員最高一ヶ年七日，社員十日の制度」であった
休暇制度は，「社員の月給制と同様に労働者の対立
を深める代表的なもので工員間でこれに対する反感
は相当深刻なものがあつた」ため，最低を「二週間」
とし勤続年数によって「最高二十日」（田中・畑田， 
１９４８， １７頁）と制定されることになる。こうした施
策は，社工員ともに「飢餓の一歩手前」という初期
条件を足掛かりにしながら，社工員の利害の共通性
を作り出し，社員によるヘゲモニーを維持するポリ
ティクスであったと解釈することができる。
　こうした初期の組合の方針策定のなかで，特筆す
べきことは社員層の指導的，また啓蒙的立場である。
最初の３代の組合長（松山，辻，益田）はすべて社
員１１）であった。１９４８年５月になって初めて田中秋
範が工員出自の組合長となる。１９４８年３月の組合長
選挙においては，彼を組合長に推薦する理由として
「日産の今迄の行方として組合長は特別な人でない
と出来ないと言う観念を打ち破る必要がある」，「組
合員の一部の傾向として執行部に頼り過ぎる様な傾
向がある。之を是正するには今迄通りの行き方では
いけない」１２）といった理由が挙げられていた。社
員層の強力な指導性への対抗として工員出自の田中
が推されていることが看取できるのである。
　啓蒙的とは，社内民主化の具体化がもっぱら社工
員身分制度の撤廃であることを提示したことである。
従組はその結成時の「宣言」では「社内ノ民主化明
確化」を，「綱領」においては「社内民主化徹底」を
掲げていた。しかし，そもそも企業内部での民主化
とは何を意味することなのか，その意味するところ
は明確にはなっていなかった。『日産旗』や『日産
旗旬報』で社内民主化に関する記事が出てくるのは
ほぼ，従組結成以降の１年ほどの間であるが，その
間の投稿記事から確認する限り，工員側の民主化概
念は漠たるものであり，また多義的であった。
　例えば『日産旗』１巻２号に投稿された「声」で
は「一，班長，区長制の撤廃」１３）を掲げていた。す
なわち，職制は「天下り式に任命された封建制の遺
物である，その人の性格に依るが一度任命されるや

日本人特性の『役人気分』を出し部下を軽蔑するも
のあり平等主義に即し上下の区別は止めよう」と訴
えていた。現場の指揮命令系統を廃止せよというラ
ジカルな提案である。さらに「三，社工員の差別を
撤廃せよ」として「人間はすべからく平等なるべ
し」（正木， １９４６， １７頁）ともしていた。工員側の社
内民主化の望ましい姿が主張されているが，この平
等が何を意味するかは非常に抽象的で漠然としたも
のにすぎなかった。
　また，鋳造課の組合員による投稿文「社内民主化
に就いて」では「社内民主化と云ふ場合にこれを適
用する時は『従業員のための，従業員による，従業
員の経営』と云ふことになると思ふ。だから社内民
主化を考へる時，先づ最初に浮ぶことは会社経営運
営を，今迄の如く経営者の一方的な方法にまかせず，
従業員もこれに参加すると共に従業員の意志をこれ
に反映せしめることによつて，生産設備の改善と労
働条件の改善を併せ行ひ，相対的には日本人民の生
活を向上せしめることである」（興水， １９４６， １０頁）
と，社内民主化を経営参加の方向で理解しようとし
ていた。
　これに対して社員側は社内民主化をもっぱら社工
員身分制度の撤廃として具体的に提示し，それによ
り既存秩序の維持の方向へと水路づけた。第二人事
課の山田重男の投稿文は，その代表といえよう。彼
によるならば，「社員は優越感を意識し，工員は卑
屈性を意識し勝ちな，封建的残滓であるところの社
工員といふ階級的身分を撤廃する事が必須要件」と
し，従業員身分を「社員一本」としたうえで，「給与
 体形 」を「日給月給制」「一本にする」ことを主張す
マ マ

る。同時に，民主的な経営においても「管理組織の
形態，即ち部長−課長−主任−区長−事務員，とい
ふ職名の順序に，命令系統が確立されねばならない
と云ふ事は，よく認識すべき」（山田， １９４６， １２頁）
としている。社内民主化を身分差別の撤廃，賃金制
度の一本化として具体化しつつも，既存の経営秩序
（職制）を維持することを主張したのである。社員
側は，工員側の身分差別への不満を踏まえたうえで，
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社内民主化の言葉が持つ多義性を社工員身分制度の
撤廃へと向かうよう啓蒙し，これにより社工員の融
和を促す形での企業内秩序の維持へと動いたのであ
る。

４．産業報国会の経験と組合結成

　さて，日産従組の結成あるいは社工員一本化の経
緯のなかでネガとして表象されてきたのが産業報国
会である。上記のなかで確認できたのは，第一に，
組織化に取り組みはじめた一般工員側は当初，職制
の参加が産報的になるとして，その参加を忌避する
声があったこと，第二に，社員の参加にも産報的に
なるのではないかという疑念が存在していたことで
あった。いわば，労働組合に対するアンチテーゼと
しての産報像が一般工員側には存していた。それは
職制や社員が主導した組織としての産報であり，新
しくできる組合はそうであってはならないと警戒し
たのである。にもかかわらず，最終的には両者がイ
ニシアチブをとる方向で組織化が進んでいった。つ
まり，職制層や社員層の組織化力が，一般工員の組
織化力を圧倒したということである。
　この組織化力を培ったのは，社員や職制層の単位
産報における経験の可能性がある。益田哲夫は戦時
下で「一〇人組運動と云うのをやつて，まあ組合運
動にも自信を持つた」（益田他， １９５１， １０頁）と述べ
たことがある。ここで益田のいう「一〇人組」とは
各企業に設置された単位産報の五人組ではないかと
推定できる。すなわち「単位産業報国会ノ基本組織
ハ部隊組織トシ工場又ハ事業場ノ部門別ニ其ノ職制
ノ区分ニ即シ段階的ニ之ヲ編制シ各職場別ニ最下部
単位トシテ五人組制ヲ置」くとしていた。「組員ハ
一組五人乃至十人ヲ標準」とした単位産報の「最下
部単位」（厚生省労働局長・内務省警保局長， １９４１， 
２７０頁）としての五人組を，益田は「一〇人組」と称
したのではないかということである。
　五人組は産報が，単なる職場の懇談組織，すなわ
ち「労資利益配分の問題化に基く紛争議の未然防止

乃至解決」（神田編， １９８１， ２３１頁）のための機関に
留まるものではなく，下から労働者を生産増強へと
動員していく「勤労秩序確立」のための枠組みとし
て設定されていた。すなわち「全会員をしてその勤
労総力を職場に注ぎ生産活動に挺身せしむる」「組
織系統」（大日本産業報国会， １９４１， ２７４頁）として
構想されていたものであった。
　また，この勤労秩序を維持するために「指導者の
訓練」が掲げられていた。たとえ組織が確立された
としても，「その枢要に在る人が真に組織活動を指
導する能力を有して居なければ，実行は期するを得
ません。組織の基本は要するに人であります。故に
秩序（組織）の指導者をしてその責任と使命を完う
せしむべく，指導者として必要な能力を得せしむべ
く普段の訓練をなす要があ」り，「産報会長たる最
高指揮者，各段階の指揮者，最下部単位に於ける指
揮者（組世話人）等その資格，地位によつて訓練の
方法は適宜の考慮をなし実効を期せねばな」らない
とし，指導者訓練を掲げていたのである（大日本産
業報国会， １９４１， ２７４頁）。
　要するに大日本産業報国会は，五人組を最小単位
とする組織の部隊組織化と，その指導者の訓練を単
位産報に求めていたのである。日産においてはどう
であったのであろうか。日産の単位産報の活動を示
す資料はわずかしか見つかっていないが，それでも
この五人組の組織化や指導者訓練が進められたこと
は確認できる。１９３８年に日産の単位産報として結成
された晶和会が，大日本産業報国会の設立にあわせ
て，１９４１年に日産自動車産業報国会へと改組された。
この時，国や大日本産業報国会の方針に従い，「五
人組」の編成が取り組まれていた。後藤（１９４２）は
「五人組」が「目下編成中でありますが，現在の職場
委員の選出方針と大差なき為特別の困難は無い様に
思はれます。只厳格に五人又は十人を以て区分する
ことは作業編成上不適当との声が職場に在ります」
（３６頁）と報告している。また，「最近の業績」の一
つとして「毎月職長向上講座を開設せること」（後
藤， １９４２， ３９頁）も挙げられており，こちらも大日
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本産業報国会の方針に則り実施されていたことがわ
かるのである。
　同時に，日産産報では改組に際して「社長及専務
専属の産報事務所を設け部長，課長及主任に相当す
る待遇者を置き，同時に福利課を廃止し事務上の連
絡規定を設けて新に福利，厚生関係の会社業務の委
任処理を命じ」ることになった。これにより産報事
務局の職員は「人事の内規に於て部長，課長及主任
等会社職員と同一の待遇を与ふることを明かに規定
して夫々辞令を発令」し，産報の仕事を職員が「専
任」として実施することになっていたのである（後
藤， １９４２， ３２～３３頁）。
　益田が日産産報にどのようにかかわったのか，そ
の詳細は不明だが，彼については次のようなエピソ
ードも残っている。１９４６年１月に工員側だけでの結
成蹶起大会の開催にあたっての時である。「ただ第
一機械の大島さんからは，もう少し待つてくれと，
それは（組合結成蹶起大会の…引用者補足）前々日
にそういわれたんです。どうして待つているのかと
きいたら，実は兵隊から帰つてきてこういう面にと
ても熱心な人がいる。……いまから考えてみると，
その当時，少したつてわかつたんですけれども，い
まの益田さんなんですがね」（田中他， １９５１， ３６頁：
発言は小林幸一）というものである。出征前の益田
が組織化に類する活動に熱心で，そのことが関係し
た現場の人に記憶されていたのであろう。益田が
「一〇人組運動」で「組合活動」に「自信をもつた」
という発言を裏づけるものとなっている。
　益田が戦後直後のなかで関わったのは吉原工場で
の組織化であり，本社工場で生起していた組合結成
にはタッチしていないが，もしここでの想定が正し
かったならば，戦時下に社員や職制が単位産報にお
いて培った組織化能力が戦後の組織化の社工員一本
化において手腕を発揮したことを示唆していること
になる。さらに，産報との関係について次のような
証言もある。
　「私は産報が労働組合になったという認識でした。
だから管理職もいたわけです。とにかく何か作れと

いうことで泡を食って作った。だから，何が一番手
っとり早いかといえば解散した産報を復活させるこ
とでした。ただし産報には会社の役員や部長もいま
したが，それ等の人は除いて組合にした。労働組合
とはどんなものか分らず，こんな認識でした」（日
産労連， １９９２， １１７頁：証言者は大用正治）１４）。こう
した認識は，先の中西らの御用組合批判とも通ずる
ものであり，結成当初の従組の特質をなしていると
みなしてよいであろう。
　かつて大河内一男は「従来労働組合が足を踏み込
むことができなかった大企業の聖域の中に国家の強
権を籍りて作られた産報という『組織』そのものが，
実は，戦後の企業別組合の急速な飛躍のスプリン
グ・ボードになったという事実」（大河内， １９７１， 
１０７頁）があるとし，戦時下の単位産報と企業別組
合との「組織」的連続性に着目した。これを日産に
即していうならば，単位産報の経験は社員や職制層
の組織化力を高め，社工員一本という形での企業別
組合への結成へとつながったということになろう。
　また，当初の従組の活動方針にもその影響を見る
こともできる。典型的なのが婦人部である。１９４６年
５月に設立された従組婦人部では「婦人独自の特性
に立脚して，婦徳の涵養を主眼」とすることが目的
とされ，文化体育班と生活班とを設置し，文化班で
は「書道，茶の湯，図書，芸能，講演等に分かつて
精神修養を期し」，生活班では「衣食住に重点を置
き」，「裁縫，更生，調理，人事等に分類し」て取扱
うこととしていた（岩田， １９４６， １１頁）。これは日産
の単位産報として結成された晶和会の婦人部が，そ
の規約において「婦人部ハ婦徳及教養ノ向上ヲ図ル
ヲ目的」としていたこと，またその活動として「一，
婦人講習会 二，生花，料理，作法等ノ講習会」（晶
和会， １９３８， １９頁）を掲げ，実際に「茶道，華道，手
芸，料理，作法等，婦道の修養情操教育につとめて
い」（楠原編， １９４１， １６頁）たことが判明しているが，
これらをほぼ踏襲したとみてよいであろう。
　さらに，上でも触れたが，工員側の経営参加要求
に対して，従組執行部の側は「従業員総意の会社経
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営への反映」へと抑え込んでいた。それは，「企業
の経営権が会社側にあり，経営の責任はあくまで会
社が負ふ」としたうえで，「経営協議会を形式的な
決議機関とする必要は毫も認められないし，亦適当
でもない」とし，これを「あくまで諮問機関として
置」くとしていた（辻， １９４６， ２頁）。
　この経営協議会の位置付けをめぐる従組の当初の
スキームは，産業報国会がその懇談会を「産業報国
実践の具体的方策を討議懇談して之を実践躬行せん
とする機関」（厚生省労働局， １９３９， １２０頁）として
いたことに類似している。すなわち，単位産報にお
ける懇談会は，「経営責任者」が「指導的任務」から
「指導的意見」を「上意」「下達」する一方で，「一般
会員よりの建議的役割」から「会員一般の体験，研
究，創意，意見，希望等」の「下意を上達」する機
関であり，「決議機関でもなければ，単なる諮問機
関でもない」とし，「産業報国事業一体精神を顕現
せしめる懇談機関」としていた。「単なる諮問機関
でもない」という表現は諮問機関以上に懇談の結果
は経営に反映されるべきということになるが，決議
機関ではないので，その懇談結果が経営においてど
う活用されるのかは曖昧にされていた。当初の従組
側の経営協議会構想も，会社の経営権を前提とした
うえで，従業員側の総意を伝え反映させていく場と
して設定し，従業員側の総意の反映の仕方を曖昧な
形にしている点で似ていたのである。
　勿論，従組の経営協議会では，両者の意見調整が
不調に終わった場合や合意事項を会社が実効しない
場合には，「労働組合法に認められたる罷業権の行
使」（辻， １９４６， ２頁）に移るという前提があり，争
議への移行を前提としていない産報とは全く別物で
ある。しかし，先に見たように当初の従組の方針で
は「出来得る限り産業平和を維持」し，「組合即ちス
トライキと連想」されることを忌避していたのであ
るから，経営の意思決定に対する従組の関わり方と
しては，産報の方向性と大きく変わるところはなか
ったと見てよいであろう。
　なお，このような従業員側の意思決定への参画の

仕方を曖昧にした従組の方針は，１９４６年８月以降に
経営協議会が開催されることになるとともに変質し
ていくことになる。これについては別稿で論じるこ
とにするが，しかし，当初における組織化にあたっ
ては産報の影響を看取できるとせざるをえないので
ある。
　佐口（１９９５）は戦後危機に起こった生産管理闘争
などの事態を戦時下の「産報をめぐる諸主体の経験
を考慮しないと説得的な説明は不可能」（３０９頁）と
し，産報のもつ勤労イデオロギーが工員に対しても
っていたポジティブな側面を強調しているが，日産
で見る限り，工員層にとってはネガティブな経験に
すぎなかった。むしろ重要であったのは，産報の中
で組織力，工員掌握力をつけた職員層が既存の企業
体制を保持すべくヘゲモニーを獲得したことである。
そして「社内民主化」を社工員平等処遇へと水路づ
け，会社の意思決定のあり方を大きく変化させない
ように努めた。それは他産業や他社で生起していた
生産管理闘争などを意識した防衛的な対応であった
とみなすべきであろう。

おわりに

　本稿では，まず従来の日産研究において主張され
てきた，工員側からの申し出により社員が組合結成
に協力したとするのは，事実とはいえないことを明
らかにした。この誤ったシナリオをもとに，敗戦後
の組合結成の流れのなかで，工員からの協力要請に
対し，社員が手をさしのべることにより，それまで
の身分差別のわだかまりが自然に解消し階級和解が
達成されたという神話，また工員の行動力と社員の
事務能力を協力させることにより初めて組合が結成
することができ，いわば互いの職分による特性を活
かしながら企業別組合を作りあげたという神話が作
られていた。
　この神話が隠していたものは，社員と工員との緊
張関係であり，戦時と戦後とのつながりであった。
本稿で明らかにしたのは，工員が着手した組織化に
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おいては社工員を一本化した組織化が忌避され，そ
こには戦時下の産報の影がちらついていたことであ
る。工員の側からすれば，その産報のイデオロギー
はまがい物であるという理解があったとみてよい。
単位産報は，形式的には社員，工員の身分差なく組
織していたが，実体的には平等は絵空事であった。
このため現実的な立場の違いを捨象して同一の組合
とすることへの警戒感が組織化を進めていた工員側
にあった。そして，こうした警戒感は単に社員に対
してだけではなく，より身近な存在としての現場監
督者層（工長，組長）を巻き込んだ組織化に対して
さえ存在していたのである。
　他方，社工員一本の組織化は，工員側が単独で進
めてきた組織化において，会社の要請に呼応した社
員側によるイニシアチブの奪取を意味していた。そ
れがゆえに，身分差別の問題は従組にとっての大き
な課題となる。社員側は階級としての同一性を工員
側に対して納得させる必要があるからである。階級
和解のポリティクスはここからスタートするのであ
る。
　さしあたり日産従業員組合という名称となったこ
とが，その同一性の在処を示している。日産と雇用
関係を結んでいるという共通性しかないなかで，工
員との共同性を構築することが組合の成否を分ける
課題となっていたことを意味した。それが故に社員
側は積極的に身分差別の問題をとりあげることによ
って，そのヘゲモニーを維持しようとしたのである。
賃金制度に関するプール制の導入は会社こそが「財
政共同体」であることを思念させ，そしてその下で
社工員差別の撤廃を主張することによって，社工員
の同一性を担保し，階級和解を達成しようとしたの
である。従組自体が，その中で階級和解が積極的に
進められていく母体となり，社工員の枠を超えた
「従業員」意識の基盤となる仕組みを早々に作り出
したのである。
　その背後で，初期の従組の政策は，既存の企業の
秩序の維持へと結びつけようとしていた。すなわち，
社員側が目指していたのは，企業経営の仕組みそれ

自体を温存させつつ，新たな民主化という流れに対
応することであった。工員側の民主化概念が含意す
るものは多義的であり，アモルファスであった。当
時の生産管理闘争に見られるように，会社の意思決
定機構そのものをも破壊するような危険性を孕んで
いた。
　社員側は，表向き旧来的な企業秩序や産報を「封
建的」とレッテルを貼り断罪したものの，中身的に
はそれを踏襲し，企業秩序の根本を毀損しないよう
な形での民主化へと導こうとした。つまり，生産管
理闘争，経営参加，あるいは職制の廃止などさまざ
まな方向性をとりえた社内民主化の概念を，社員層
はもっぱら社工員の身分差別撤廃へと水路づけ，そ
れ以外の領域においては会社側の経営権を守護し，
職制といった管理機構を温存する方向性へと誘導し
たのである。この意味で，日産の戦後の労使関係は
戦中との連続のなかで出立したと見なければならな
い。とはいえ，従組の当初の方向性は１９４６年の夏に
経営協議会が開始されると変質していくことになる
のであるが，これについては別稿で論じることとし
たい。
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注
１） 本稿は，日産の労使関係の年代記な展開を扱う
モノグラフであり，より一般的な枠組みにおける
位置付けは禁欲しておくべき事柄であろうが，あ
えて「階級和解」という用語をここで用いる理由
について触れておきたい。

 職員と工員が同一の組合へと組織化されたこと
については，戦後最初期になされた研究では「混
合組合」の問題として位置付けられていた（大河
内編， １９５６）。戦後形成された労働組合において
は混合組合が主流であるという事実発見に基づき，
その理由の検討がなされたのである。すなわち戦
前・戦中には職員と工員との間には隔絶した処遇
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格差，身分格差があったにもかかわらず，なぜ戦
後には同一の労働組合に組織されたのか，その基
盤となる共通の利害は何であったのかという問題
構成をとっていた。そして，混合組合誕生の理由
として挙げられたのは，戦中・戦後における「職
員工員に共通した生活の窮迫」という共通の利害
と「管理機構の混乱」による「差別希薄化」であ
った（大河内編， １９５６， １０８～１０９頁）。この理由自
体の当否については紙幅の関係で議論することを
避けておきたい。ここで確認しておきたいのは，
この後ほどなくして混合組合という視点が消失し
たことである。

 すなわち１９５０年代になると「従業員全員の一括
加入」（舟橋， １９５４， １８頁）などの表現に転換した
のである。これは職員と工員とはそもそも隔絶し
た階級であったという認識が薄まり，従業員とし
て表象されたことを意味する。そして，それは
「長期雇用を基礎とするいわゆる年功制度」とい
う「第一次的な共通利害」（白井， １９６８， ３３～３４
頁）をもとに企業別組合が形成されたといったよ
うな理解へと落ち着いた。こうなると，混合組合
という問題構成は，欧米の労使関係との比較では
指摘される特徴として残ったが，事実上消えてい
った。というのも，既に戦前・戦中から職員と工
員の間に長期雇用などの共通の利害関係が形成さ
れていたことが前提になり，職員と工員の身分格
差の問題は副次的としてことさらに問う必要はな
いという論理構成になるからである。

 本稿であえて階級和解という用語を使うのは，
隔絶した処遇格差，身分格差があった職員と工員
という二つの階級（階層）がいかにして共通利害
を有する存在として自己認識を形成してきたのか
という，この消失した問題構成をあえて復活させ，
強調しておくという意味合いがある。

２） とはいえ，二村は混合組合が主流となった理由
として「民主主義が支配的な価値」となったこと
を挙げるにとどまっていた（１９８７， ９２頁）。後の
論考においては，１）職員層が組合に参加した理由，
２）独自組織としなかった理由，および ３）工員が
それを受け入れた理由の観点から検討している
（二村， １９９４）。

３） 小林幸一の戦前の労働運動歴については「たま

たま自分のいたところに起こった争議に加わった
ことがあるという程度」という田中秋範の証言
（日産労連， １９９２， １１０～１１１頁）があるが，詳細に
ついては不明である。

４） 引用文中の「係長」は戦前・戦中の工長に対応
する職制である。日産の戦前・戦中の役付工は工
長と組長であった（日産， １９６５， ９１頁）。１９４６年１
月より区長，班長となったが，１９４７年８月から区
長は係長に，班長は組長に変更された（日産， 
１９６５， １７７頁）。ただし，１９３９年時点での工長１人
当たりの工員数は約２００名，組長約４７名であった
が（日産， １９６５， ９１頁の表２-４から算出），１９４７
年の係長の「受持人員」は「５０名内外」，組長「１０
名内外」とされ（日産， １９６５， １７７頁），管理スパン
は戦前・戦中と戦後では大きく異なっている。

５） 「頭の頂上にボンボンのある野球帽と各係の頭
字をプレスした帽章，一年も一年半も胸にぶら下
げていた臨時工員の胸章，支那事変が起きてから
現在の戦闘帽になり工員は青線に白線二本で本工，
一本が二種見習工，赤が属員黒が社員，ヒサシの
縦の一本線が幼年工，青線に金線一本が組長，二
本が工長」，「太平洋戦争が始まると帽子の線が青
だけになり，見習工は無線になつた。組長，工長
等の腕には南京袋に消防のマークの様な山型をつ
けさせられ」，「戦局が揮るはなくなると軍隊の階
級を真似て黄線に星の代りにニツサンのマークを
着けて」いた（風刺男， １９４６， ２２頁）。

６） それがゆえに，この小説では事務所で働く女性
事務員と工場で働く男性労働者が近接することに
なるロマンスの場として組合活動がクローズアッ
プされていた。これを組合という組織を母体にし
て社員，工員の垣根が払われることになったこと
の象徴として解釈することもできよう。

７） 工員側が一緒になって組合を作るように申し入
れたとする根拠の一つに中村秀弥の次のような回
想がある。「総務部長に呼ばれて行つたら関沢さ
んと箕浦さんと二人で話していた。そして，実は
工員の方から社員も一緒になつてつくろうじやな
いか，という呼びかけがあつたがどうしたらいい
かと，いう話だつた。その時僕は，組合なんてわ
からなかつたんだけれども，それは一緒になつた
方がいいんじやないかというんで，箕浦さんが，
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『そうだ，そうだ』というんで，じやあその方がい
いとにかく一緒になつてやろうじやないかという
ことになつて集まつた」（田中， １９５１， ３９頁）。ま
たその後も，日産労連（１９９２， １１４頁）においても
同内容の証言をしている。

 しかし，中村はこの時点で工員側とは直接会っ
ておらず，工員が社工員一本の組合を希望してい
るというのは箕浦らからの伝聞である。決定的な
のは，工員側からの証言では工員だけによる組織
化で話が進んでいたということで一貫しているこ
とである。しかも，工員らの証言は従組結成後わ
ずか２年程度でなされていたものであり，確度が
高いといえよう。このことを勘案すると，工員か
らの社工員一本化の申入れがあったとするのは，
中村の記憶違いであるか，もしくは中村が箕浦ら
による作り話を吹き込まれた可能性が高い。

８） 戦後初期の日産における経営参加をめぐる問題
については別稿を準備しているので，そこで詳述
したい。

９） ただし，中西は常任委員をしていた１９４６年末に，
「デマ捏造流布」（松山， １９４８， ３２頁）をしたとし
て従組から「除名処分」を受けており，この時期
の組合執行部と確執があった。このため「御用組
合」という評価については割り引いて受けとめて
おく必要があろう。「除名処分」については，そ
の後，当時組合が加盟していた全日本機器との関
係のなかで，「除名但し向う一ヶ年間（二十二年
三月一日より）執行猶予」（松山， １９４８， ３３頁）と
なった。なお，従業員組合が労働組合に改称され
たのは，正確には１９４７年４月である。

１０） 浜賀知彦氏については吉田（２０１０）を参照のこ
と。氏の日記については浜賀氏逝去後，遺族の許
可を得て複写させてもらったものである。

１１） 大河内編（１９５６）では組合結成にあたって中心
となった人物についての調査結果が掲載されてお
り，その中で全自動車加盟組合についても言及し
ている。まず金属工業は「混合組合が多い」が，
組合結成にあたって中心となったのは職員４７.８％，
工員５１.３％であり，「一般的には職員および役付
工の主導によつて結成されたといつて過言ではあ
るまい」（８２頁）とされていた。またその中でも
「中立系」組合では「職員層」が若干多く，特に

「『全自動車』で顕著」であり，１４名中１３名が職員
層（８１頁）であり，「中立系においては，職員層の
比重は一層重く，且，高級の職員層に重点がおか
れることは注意される」（８２頁）としていた。産
別への合流を拒否し，中立系として産業別組合の
組織化を進めた全自であるが，その前身組織のス
タンスの根拠をここに見い出すことができるかも
しれない。

１２） 「前進あるのみ!! 新組合組織成る」『日産旗旬
報』４１，４２合併号（１９４８年４月１０日）４頁。

１３） 「班長」，「区長」という職制名については注４
を参照のこと。

１４） 産業報国会との関係で付言しておくと，従組は
解散した日産産報の資産１２万円を組合資産へと転
用することを会社に求めていたという事実があり
（デヴェラル， １９９５， ５４９頁），当事者たちにとって
も一定程度組織的連続性が意識されていた可能性
がある。
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Abstract : This paper deals with the organizing process of employees at Nissan Heavy Industry in the 
aftermath of WWII. At first blue-collar workers (Koin) started organizing themselves after the Trade Union 

Law was legislated. According to other studies on this union, they tried to organize a union comprised of 

workers alone, but failed. So they asked white-collar staff (Shain) to help them to unionize. It has been said 

that this offer from the discriminated workers was the reason both workers and staff were organized into 

one combined union. This paper contradicts that story, examining the process chronologically. The workers 

had not given up on a blue-collar union, and it was the staff, asked by the management, that proposed to 

create a single company-based union, and took the initiatives on organizing in order not to be a radical 

union. The brand-new union was organized under the hegemony of staff, so it was named Nissan Heavy 

Industry Employees Union, not Workers Union. One of the slogans which it adopted was “Democratization 

within the company” (DWC), and it interpreted DWC in an egalitarian manner; it insisted upon abolition of 

disparate treatment between the workers and the staff. It appears a progressive aspect, but it had two 

consequences. First, to maintain the staff hegemony required egalitarian policies because of the big 

discrepancy between labor conditions of the two. To be integrated as employees of the same company, it 

had to make common interests recognized by both types of membership, so they needed to abolish any 

discrimination. Second, it had a function to protect the existing order of the company under the new era of 

Democracy without touching its other systems, i.e. its power structure, its decision-making procedure, the 

managerial prerogative, and so on. It therefore canalized DWC into only equal treatment between the two, 

though elsewhere at that time it had various forms, e.g. “production control” tactic, workers’ participation in 

management, and so on. Consequently, the union was at first characterized by its very conservative policies, 

which might have been similar to those of the Industrial Patriotic Association (Sanpo) during the war. 

However, it came to change its character after the summer of 1946 when the management council, 

composed of the representatives of both the company and the union, was inaugurated under the first 

collective agreement.
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